
 

厚生労働科学研究委託費（障害者対策総合研究事業(身体・知的等障害分野)） 
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Ａ．研究目的 

重症心身障害児・者の体幹保持機能障害は日常

生活に多大な影響をもたらす。このような障害者

の姿勢運動異常を是正、生活機能の向上の実現を

目指し、重症心身障害児・者の全身性障害を考慮

した新規体幹保持装具を用いて体幹保持機能改

善を図る。また身体・生活機能の客観的評価法を

確立し介護体制との適合化を目的とする。 

客観的機能評価の確立では従来困難であった

障害者の日常生活動作での評価を行い新規体幹

保持装具の有効性を詳細に評価する。介護体制と

の適合化では新規体幹保持装具による介護者へ

の影響や従来の装具との比較調査を実施する。 

Ｂ．研究方法 

重症心身障害児・者への新規体幹保持装具を用

いた身体的変化および生活機能において評価を

行う。また既存の理学療法へのフィードバックを 

 

 

 

 

 

 
 

行う。身体・生活機能の客観的評価方法の開発で

は従来の主観的評価でなく圧力センサーや動作

解析ツールを用いた新たな客観的評価方法を開

発する。介護体制との適合化では、新規体幹保持 

装具による効果を従来の介護体制との適合化

を計り、従来の装具との比較調査を実施する。 

（倫理面への配慮） 

研究責任者及び分担者は、被験者の人権の保護

の観点から被験者の健康状態、症状、年齢、性別、 

同意能力等を十分考慮し、本研究への参加を求め

ることの適否については慎重に検討する。また 

社会的に弱い立場にある者を被験者とする場合に

は、特に慎重な配慮を払うこととする。 

外来及び入院において同意説明を行い、被験者

本人による同意を得る。研究責任者又は分担者は、

本研究への参加候補となる被験者本人に対して、

南大阪小児リハビリテーション病院倫理委員会作

成の同意説明文書を提供し、文書と口頭で十分な

説明を行った後、本研究への参加の同意を文書で

取得する。被験者本人の自由意思に基づく文書に

よる同意を得る。被験者が説明の理解と同意能力

が有しない場合は、被験者が未成年であれば保護

者、成人あるいは保護者不在であれば法定後見人

による同意取得を行う。同意取得にあたり研究責

任者等は被験者に強制するなどにより、不利益、

危険性等、被験者に不当な影響を及ぼすことの無

いように留意する。また得られたデータは個人情報

として扱われるべきものであるため、そのデータ管

理にはセキュリティーを十分考慮する。 

 

研究要旨 

 重症心身障害児・者における体幹保持機能障害に対して新規体幹保持機能装具を用いた姿勢保

持能力の開発およびその客観的な正確な評価を行うことを目的とし、それを行った。 

 

重症心身障害児・者の身体特性を考慮した新規体幹保持装具による姿勢保持能力の開発に関する研究 
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Ｃ．研究結果 

体幹保持機能障害を有する障害者８名の新規体

幹保持装具と体表面の接触圧を共同研究者の吉田

らに解析を行わせた。その結果我々の開発した新

規体幹保持装具の体との接触圧は従来の硬性装具

より低くまた装具全体で均一に圧がかかってい

た。 

障害者の日常生活動作の客観的評価方法の確立

として、３２名の障害者の座位での座圧の装具に

よる変化を計測し共同研究者の竹本らに解析を行

わせた。座圧は装具装着により均一化を認め、装

具による座位バランスの改善を定量的に証明でき

た。また口腔機能として咬合力を１２名に対して

計測し、装具による咬合力の改善を認めた。 

１１名の体幹保持機能障害を有する障害者のＸ

線およびＣＴ画像から３次元画像解析を共同研究

者の菅本に解析を行わせた。体幹変形は回旋変形

が終椎上部で大きく、回旋への装具の影響を考慮

する必要があることが判明した。 

介護体制の適合化、体幹保持機能改善のための

検討会として講習会（平成２７年１月）および研

究会学術集会（平成２７年２月）を行った。 

 

Ｄ．考察 

 新規体幹保持装具が従来の硬性装具と異なる特

性を有していた。ＣＴ画像解析からも障害者の体

幹変形は回旋を伴う高度な変形が大きく本装具が

障害者の体幹保持機能障害に対する最適の装具と

なりうる可能性が示唆された。また体幹保持機能

を改善することで今回得られた日常生活動作以外

にも様々な効果がある可能性が示唆された。 

 

Ｅ．結論 

 障害者に対する新規体幹保持装具は従来の装具

と異なる特性を有し、安全性の高いものであった。

また体幹機能改善を圧力による定量的評価だけで

なく口腔機能の改善も定量的に評価し改善を認め 

 

た。ＣＴ解析からも高度な変形に対して有用な装

具となりうると考えられた。 

 

Ｆ．健康危険情報 

南大阪小児リハビリテーション病院倫理委員

会作成の同意説明文書を提供し、文書と口頭で十

分な説明を行った後、本研究への参加の同意を文

書で取得する。装具作成、計測時には立会い、症

状に異変を生じた場合は速やかに計測を中止す

る。X 線被曝に関しては治療上 CT 撮影の必要な

症例のみを対象としており、装着時非装着時の 2

回の CT 撮影を行うため、撮影線量を低減して全

被曝量の増加を抑えるようにしている。治療効果

を正確に判定する目的があるとはいえ被験者に危

険を及ぼす可能性があるために、インフォームドコ

ンセントを得る必要がある。 
 

Ｇ．研究発表 

 1.  論文発表 

・神経筋疾患の脊柱変形に対する動的脊柱装具治

療におけるドロップアウト症例の検証.近畿小児

整形外科。 2014; 27:18-20。 

・Prader-Willi症候群における脊柱側弯症に対す 

る動的脊柱装具(DSB)治療の少経験.近畿小児整

形外科。 2014; 27:21-24。 

2.  学会発表 
研究期間が短くなし 

今後発表予定である 

 
Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 

なし 

 2. 実用新案登録 

 なし 

 3.その他 

 なし 

 


